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回答者

産業振興部長
都市整備部長

教育総務部長

教育振興部長

都市整備部長

産業振興部長
都市整備部長

5 北谷川の桜づつみの管理について

2 吉川町地域の体育施設の充実

3 吉川高校の存続について

4 過疎地域における近未来の公共交通について

地区からの意見・提言（意見交換）

吉川地区

意見・提言の内容

1 山田錦の郷道の駅化構想について
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市政懇談会 回答 
地区名 吉川地区 

意見・提言等 １ 山田錦の郷道の駅化構想について 
（まちづくり協議会） 

（内容） 
山田錦の郷道の駅について 

①道の駅となるまでのスケジュール 
②道の駅になった場合のメリットとデメリット 
③まちづくり協議会の具体的なかかわり方 

山田錦の郷が道の駅となるための手続きをされていると思う

が、いつ道の駅となるのか、スケジュールが聞きたい、また山田錦

の郷のリニューアルオープンは令和７年の予定となっているが、

そのあたりとの兼ね合いはどうなのか、道の駅化を先に済ませて

からリニューアルするのかをお尋ねします。 
また、まち協に対して、具体的にどのようなことを期待されてい

るのか聞きたい。 
住民への情報開示、ホームページだけでは伝わらないもっと伝

えられるよう考えてほしい。 
回 答 （担当課）都市整備部 道路河川課 

     産業振興部 観光振興課 
① 山田錦の郷の活性化スケジュールとしましては、今年度に体育

館の撤去、駐車場等の設計、令和５年度に駐車場の整備、令和

６年度に山田錦の館の改装工事を予定しており、道の駅への登

録時期としては、山田錦の館のリニューアルオープンと合わせ

たいと考えております。 
 
② 道の駅化のメリットとしては、道の駅化としてトイレの改築や

駐車場の再整備、情報発信施設の新設等の整備に対して、国か

らの支援が受けられること、また、最近では道の駅が旅の目的

地にされる方が多く、道の駅に登録することで、カーナビゲー

ションに表示されること、周辺の主要道路の道路標識で案内さ

れること、道の駅専門誌や専門サイトで紹介されること、テレ

ビや雑誌でも取り上げられる機会が増えることなど、知名度が

あがり、集客力が格段にあがります。さらに、山田錦の郷には
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炭酸含有量が豊富な温泉「よかたん」があることから、道の駅

の中でも人気が高くなると想定しています。 
  デメリットとしては、お客様が増えることによる農産物や加

工品の品不足や駐車場を含めた施設の混雑への対応、また、駐車

場やトイレの一部を２４時間利用可能とする必要があるため、

夜中の騒音などが心配されます。これらの課題については、状況

に応じて対応していく所存です。 
  
③ 吉川町の活性化をめざす上で、拠点となる山田錦の郷を道の駅

にすることが有効な手段と判断しており、これまでは主に施設

改修について意見交換をさせていただきました。今後、使い方、

運営方法についても行政と地域が一緒になって考え、一緒に盛

り上げていきたいと考えております。情報開示が不足とのご指

摘もいただいておりますので、より良い拠点づくりをめざし、

これからも意見交換の場をいただきますようお願いいたしま

す。 
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市政懇談会 回答 
地区名 吉川地区 

意見・提言 ２ 吉川町地域の体育施設の充実（区長協議会） 
（内容） 

三木市は「永住しやすいトカイナカ（大阪圏）」で２位になった

が、吉川町においては地域住民相互のコミュニケーションが希薄

になってきている。特にスポーツ施設が少なくなっており、施設の

充実を願いたい。 
回 答 （担当課）教育総務部 文化・スポーツ課 

 吉川地区内の学校統廃合に伴い、これまでスポーツの活動場所

として利用できていた学校のグラウンドや体育館について、一部

の施設が利用できなくなっています。また、吉川体育館（町民体育

館）については、施設の老朽化に加えて、近年、市民の利用が週に

１回程度であったことなど、極端に少ない状況であったことから

「三木市公共施設再配置計画」に基づき、令和３年度に廃止いたし

ました。 
廃校になった学校や吉川体育館を拠点として活動されていたス

ポーツ団体とは、これまでから代替施設の利用等についての調整

を行ってきたところ、利用場所がなく困っているとのお声はいた

だいておりません。 
現在の各施設の利用状況については、吉川小学校では、グラウン

ドは土曜日の午前のみで、体育館は平日の夜間利用が２日（２団

体）と、土曜日は午前と夜間に各１団体が定期的に使用していま

す。日曜日についてはグラウンド、体育館ともに空いております。 
吉川中学校では、グラウンドを定期的に利用する団体はなく、体

育館は平日の夜間利用が２日（２団体）と、土曜日は夜間に１団体

が定期的に使用している状況です。部活動との利用調整はありま

すが、小学校と同じく日曜日についてはグラウンド、体育館ともに

空いております。 
吉川総合公園のグラウンドや体育館については、スポーツ大会

などの会場として、休日の利用が多い状況となっています。令和３

年度の稼働率は、グラウンドでは平日は１１.８％、休日は６７.
２％、体育館では平日は３６.９％、休日は８２.５％となっていま

す。 
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新たに利用可能な時間帯は、学校施設では日曜日の終日、土曜日

の午後及び平日の夜間、吉川総合公園では平日の午後となってお

りますので、ご利用していただきたいと考えています。 
また、スポーツができる広い会場で自治会や地域のスポーツ団

体などが主体となってスポーツ行事を計画される際に、施設や場

所の確保で苦慮されるような時は、文化・スポーツ課にお問い合わ

せください。 
なお、地域のコミュニケーションを深めるスポーツに関連した

社会教育活動については、市のスポーツ施策として策定した、三木

市スポーツ振興計画で、「市民主導型の地域スポーツの推進」を掲

げています。地域に密着したスポーツを推進するため、地域のスポ

ーツ事業を主管するスポーツ団体やスポーツ指導者への支援を行

うことにより、地域スポーツの活性化を推進してまいります。 
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市政懇談会 回答 
地区名 吉川地区 

意見・提言等 ３ 県立吉川高校の存続等について 
（まちづくり協議会・福吉） 

（内容） 
令和６年度に三木市内の高校（吉川、三木東、三木北）の統廃合

が行われることとなったが、地域から高校が無くなることは、子供

達、保護者、地域住民にとって多くの問題が生じることが考えら

れ、以下の問題を解消して頂けるよう提言します。 
１.吉川高校の存続 
 吉川高校は３校の中で最も規模が小さい学校で、廃校の可能性

が高いことも理解できるが、地域性（学校間の距離等）も考慮し、

存続できるよう検討願いたい。小学校の統合、高校が統廃合により

吉川町から、教育施設が減少していくことは吉川町の過疎化に拍

車をかけることになると危惧している。 
２．通学補助について 
 今回の校区編成により三田市の高校が受験可能となったが、現

在、市内の高校であれば往復４００円で通学可能であるが、三田市

等になるとかなりの費用が必要となる。神戸市でも今回の編成に

よる通学補助が検討されていることから、三木市においても通学

補助を検討願いたい。 
 また、運行本数についても確保をお願いする。 
３．廃校の利用 
 吉川高校が廃校となった場合、放置するのではなく、吉川町の特

色が生かせるような利用（書道、ゴルフ等）を地域と一緒に検討を

してもらいたい。 
４．高校生の地域活動への参画 
 現在、町内で行われる地域活動には、多くの吉川高校生が参画し

て頂いているが、町内から高校がなくなることにより、高校生の参

画が難しくなるため、市内の高校生が吉川町の地域活動に積極的

に参加していただけるよう、各学校に要請をお願いしたい。 
回 答 （担当課）教育振興部 学校教育課 
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 三木市３校の発展的統合がどのような形で進むのかについて

は、兵庫県教育委員会が設置する「発展的統合に向けた検討委員

会」で検討され、その後、発表があると報告を受けています。統合

校の設置場所については現時点では明らかにされていませんが、

吉川の地域性を考慮した上で吉川高校存続を願っておられる地域

の思いは検討委員会等で伝えています。 
 この度の高校再編により、令和７年度入学者選抜から三田市と

三木市を隣接区域とすることが発表されました。現在、神戸市北区

や神戸市西区が三木市の隣接区域となっており、通学している生

徒がおりますが、通学補助は行っていない状況です。令和７年度以

降についても、他の生徒との公平性の観点から、現時点では通学補

助を考えておりません。しかしながら、今後、神戸市の動き等を注

視しながら、関係課との協議を検討してまいります。また、バスの

運行本数や運行時間については、該当のバス会社に調整を要望し

てまいります。 
 廃校後の利用については、まだ、廃校になる学校が発表されてお

らず、県立学校の敷地は県の土地ですので、跡地利用については県

が検討することとなります。廃校となった場合、市としましては、

跡地の有効的な活用を地域と一緒に検討させていただきたい旨を

検討委員会等で県に伝えてまいります。 
 高校生の地域活動への参画については、例えば、各高校に地域連

携窓口を置くなど、高校と地域との交流が継続できるよう、検討委

員会等で要望しています。 
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市政懇談会 回答 
地区名 吉川地区 

意見・提言等 ４ 過疎地域における近未来の公共交通につい

て（みなぎ台北・みなぎ台第５） 
（内容） 
 高齢者の運転免許更新の厳格化に伴い免許返納の増加が見込まれ

る。代替交通手段のある都市部に於いては免許返納もさほど深刻で

ないと考えるが、吉川町のような地域においては「日常の生活の足」

を失うことになる。免許返納をしても住み続けられる吉川町である

には、日常の買い物などを支える足の確保は非常に重要である。 
 コミュニティ・バスの復活やボランティアタクシーなど検討して

いただきたい。 
回 答 （担当課）都市整備部 交通政策課 

 吉川地域では、令和３年４月からデマンド型交通「チョイソコみ

き」の運行を開始しております。デマンド型交通は事前に会員登録

をしていただくと、乗りたい時間に予約ができるだけではなく、自

宅での乗降もできる便利な公共交通として運行しております。 
 なお、山田錦の館やコンビニなどの買い物施設は乗降場所として

登録しており、現在建設中のスーパーについても乗降場所として登

録を検討しております。 
 また、当初はバス停から半径３００メートル以内にある幹線エリ

ア内の乗降場所同士の移動は不可としておりましたが、昨年の１２

月に乗降ルールを見直し、高齢者や障がい者などでバス停への移動

やバスの乗降が困難な方は、幹線エリア内同士の移動もできるよう

になりました。 
 まずはデマンド型交通の利用をお願いしたいと考えております。 
 なお、コミュニティバスの復活やボランティアタクシーについて

は、チョイソコみきが運行を開始したばかりであるため、検討して

おりませんが、今後も皆様の声を聞きながら、利便性の向上に努め

てまいります。 
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市政懇談会 回答 
地区名 吉川地区 

意見・提言等 ５ 北谷川の桜づつみの管理について 
（区長協議会） 

（内容） 
北谷川の桜堰堤について市における位置づけと今後の対応につ

いて 
 ①三木市の観光資源とし地域の活性化に繋げようと考えるのか 
 ②観光資源ということであれば観光客に対する処置が必要であ

り、ゴミの始末、駐車場対策、洋式トイレの整備、落下危険な橋梁

の欄干等設置などに対して市の対策が必要と考えています。 
 ③現在市から管理の委託を受け河川敷法面の草刈りを行ってい

ますが、今後についての考え方は 
回 答 （担当課）産業振興部 観光振興課 

     都市整備部 都市政策課 
①  北谷川の桜つづみは、約３km 続く圧巻の桜の名所として、市

としても観光パンフレット等でＰＲしており、今後も誘客した

いと考えております。 
②  しかしながら、市としては、来ていただいた人をおもてなし

し、また来たくなるよう気持ちよく帰っていただくことが重要

ですので、駐車場やトイレが不足することで悪い印象を与える

ことや、ごみの不始末等で地元に悪影響が出るようであれば、

誘客することを控えるべきとも考えられます。 
今後の誘客やおもてなし策については、地域の状況を踏まえ

て検討することとし、相談させていただきたいと考えますので、

よろしくお願いいたします。 
また、落下危険な橋梁については、北谷川の桜づつみを散策

される堤防沿いに架かる橋になりますが、欄干等の設置につい

ては、意見・提言（書面回答）９でも回答しておりますが、今後

関係機関等と相談・協議を行い、安全対応策について考えてま

いります。 
③ 日頃は北谷川の桜堤並びに公園等の清掃管理等にご理解ご協

力をいただき誠にありがとうございます。 
  さて、ご意見をいただいています北谷川の桜堤の草刈りにつ
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きましては、平成２５年から関係５自治会（古市、実楽、上中、

古川、前田）と草刈りや清掃の委託契約を結ばせていただいてい

ます。 
  地域の公園や緑地などの草刈りや清掃につきましては、６９

自治会と委託契約を結ばせていただいており、自治会のご協力

が不可欠な状況であります。 
この様な状況の中、自治会のご負担を少しでも軽減できればと

考え、昨年度に委託料の見直しを検討し、これまでは管理面積に

４円を乗じた額プラス 20,000 円としていましてが、今年度から

は管理面積に１０円を乗じた額プラス 20,000 円として、委託料

の増額を行っています。 
北谷川の桜堤の草刈りや清掃につきましても、引き続き自治会

にご協力いただきたいと考えております。 
しかしながら、自治会によっては高齢化による人手不足により

作業が難しくなっているというお声も聴きますので、まずは自治

会の実情をご確認させていただき、ご協力いただける範囲等につ

いて一度、ご相談させていただければと思いますので、ご理解ご

協力の程よろしくお願いします。 
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